
私
立
学
校
・
県
立
学
校
な
ど
に
通
う
児
童

生
徒

　
申
請
に
基
づ
き
、
本
市
立
学
校
に
お
け

る
給
食
食
材
費
相
当
額
（
牛
乳
分
含
む
）

を
給
付
し
ま
す
。

●
対
象
者
私
立
学
校
、
県
立
・
国
立
学

校
、
特
別
支
援
学
校
な
ど
に
就
学
し

て
い
る
児
童
生
徒

●
申
請
方
法
　
給
付
を
希
望
す
る
児
童
生

徒
の
保
護
者
は
、「
大
野
城
市
学
校

給
食
給
付
金
申
請
（
私
立
・
県
立
学

校
等
）」
で
申
請

●
申
請
期
間
　
当
該
年
度
の
末
日
ま
で

●
給
付
要
件

◇
本
市
に
居
住
し
て
い
る
（
住
民
票
が

あ
る
）

◇
他
自
治
体
や
団
体
（
学
校
な
ど
）
か

ら
給
食
費
の
支
援
を
受
け
て
い
な
い

●
同
意
事
項
　
給
付
要
件
確
認
の
た
め
、

住
民
票
調
査
や
所
属
学
校
な
ど
に
調

査
を
行
い
ま
す
。

●
給
付
時
期
　
本
市
立
学
校
の
各
学
期
終

了
後
に
支
給
（
年
３
回
）（
令
和
７

年
度
は
２
回
）

本
市
で
は
、令
和
７
年
度
２
学
期
か
ら「
子

育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
」
を
目
的

に
、
小
・
中
学
校
に
お
い
て
無
償
で
給
食
を

提
供
し
、
小
・
中
学
校
で
給
食
を
食
べ
て
い

な
い
児
童
生
徒
の
保
護
者
に
対
し
て
、
食
材

費
相
当
額
の
給
付
を
行
い
ま
す
。

対
象
者

◇
本
市
に
居
住
す
る
全
て
の
児
童
生
徒

の
保
護
者

◇
区
域
外
就
学
で
市
外
か
ら
本
市
の

小
・
中
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童

生
徒
の
保
護
者

市
立
小
学
校
に
通
う
児
童

◇
小
学
校
給
食
の
無
償
提
供

◇
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
や
不
登
校
な
ど
で

給
食
（
牛
乳
を
含
む
）
の
提
供
を
受

け
て
い
な
い
児
童
は
、
給
食
を
停
止

し
た
日
数
の
給
食
費
相
当
額
を
小
学

校
か
ら
給
付

※
詳
し
く
は
、
在
籍
し
て
い
る
小
学
校
に

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

市
立
中
学
校
に
通
う
生
徒

◇
ラ
ン
チ
給
食
、
牛
乳
の
無
償
提
供

◇
ラ
ン
チ
給
食
を
注
文
し
な
い
場
合

（
弁
当
携
行
、
パ
ン
注
文
）
は
、
ラ

ン
チ
給
食
提
供
日
の
う
ち
、
注
文
し

な
か
っ
た
日
数
分
の
ラ
ン
チ
給
食
相

当
額
を
教
育
委
員
会
か
ら
給
付

◇
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
な
ど
で
牛
乳
を
飲

ん
で
い
な
い
生
徒
は
、
不
提
供
の
日

数
分
の
牛
乳
代
相
当
額
を
中
学
校
か

ら
給
付

※
ラ
ン
チ
給
食
は
教
育
総
務
課
、
牛
乳
は

在
籍
し
て
い
る
中
学
校
に
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

税
法
上
の
取
り
扱
い

◇
本
事
業
の
給
付
金
は
、税
法
上
の「
雑

所
得
」
に
当
て
は
ま
り
、
課
税
所
得

と
な
り
ま
す
。

◇
一
般
的
な
給
与
所
得
者
（
会
社
員
な

ど
）
に
つ
い
て
は
、
給
与
所
得
以
外

の
所
得
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場

合
、
確
定
申
告
は
不
要
で
す
。

※
所
得
税
の
確
定
申
告
や
住
民
税
の
申
告

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

令
和
７
年
度
給
食
費
（
１
食
単
価
）

◇
小
学
校
　
３
５
８
円（
牛
乳
代
含
む
）

◇
中
学
校
　
ラ
ン
チ
給
食
３
４
０
円
、

牛
乳
代
68
円

給
付
金
に
つ
い
て

◇
本
市
の
給
食
無
償
化
は
、
子
育
て
世

帯
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
目
的
に

実
施
し
て
い
ま
す
。

◇
給
付
金
は
、
こ
ど
も
の
健
全
な
発
達

や
健
康
増
進
を
図
る
た
め
、
こ
ど
も

の
昼
食
費
と
し
て
給
付
す
る
も
の
で

す
の
で
、
昼
食
に
要
す
る
費
用
に
活

用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

教
育
総
務
課
教
育
総
務
担
当

☎（
５
８
０
）１
９
０
２

小
・
中
学
校
で

２
学
期
か
ら

給
食
無
償
化
を
行
い
ま
す

大野城市
学校給食給付金申請
（私立・県立学校等）

大野城市の
給食無償化について
（市ホームページ）

　福岡県では、毎月25日を飲酒運転撲滅の日と
して、飲酒運転による事故発生件数をゼロにし
ようと活動に取り組んでいます。
　市では飲酒運転撲滅啓発活動として、市内の
商業施設などで啓発を行い、市民に対して飲酒
運転の撲滅を呼びかけています。

　市内飲食店を対象に「飲酒運転撲滅優良協力
店」登録制度を実施しています。
●要件　次の活動（３項目）の全てを継続して
実施できること
◇啓発ポスター、チラシなどを来店者がよく
見える場所に掲示
◇代行運転の申し出があった場合に、代行運
転業者の手配や代行割引券を提供
◇来店者の飲酒運転を見つけたときに、速や
かに警察に通報

　詳しい登録方法と、現在の優良協力店は市ホー
ムページで確認できます。
http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s059/02
0/010/020/040/11094.html

飲酒運転撲滅
街頭啓発キャンペーン

大野城市飲酒運転撲滅
優良協力店制度

　福岡市海の中道大橋で３人の幼い命が奪われた飲酒運転事故から本年で
19年になります。私たちは、この悲惨な事故を決して風化させてはいけま
せん。
　飲酒運転事故は、被害者、加害者、そして両方の家族の生活を大きく変え
てしまいます。たとえ交通事故に至らなくても、飲酒運転をすること自体が
重大な犯罪です。また、飲酒運転を見かけたら必ず１１０番通報をしましょ
う。
　８月は、お盆などで飲酒の機会が増える時期です。家庭や会社などで、「お
酒を飲んだら運転しない」「お酒を飲んだ翌日に二日酔い運転にならないよ
う、飲酒量、飲酒時間に気を付ける」など、今一度確認しましょう。

◆県内の飲酒運転の発生状況
　県内の令和７年１月から５月までの飲酒運転による交通事故は、44件で、
前年比では３件減少しましたが、飲酒運転検挙件数は、1163件で、前年比
では524件増加し、飲酒運転撲滅には程遠い状況となっています。
　「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」とい
う意識を持ち、飲酒運転ゼロを目指しましょう。

●問い合わせ先　生活安全課　☎（580）1897

飲酒運転は絶対しない させない 許さない！
飲酒運転撲滅週間 ８月25日㈪～31日㈰

市ホームページ
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